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 本基本方針は、平成２５年９月２８日に施行された「いじめ防止対策推進法」の第１３

条にもとづき、策定したものである。 

【第十三条】 

 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実

情に応じ、当該学校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を定め

るものとする。 

 

【いじめの定義】 

 「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している

等、当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影

響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）であって、当該行為

の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 

 人的関係にある児童生徒   当該児童生徒 

 

                                心理的・物理的な影響 心身の 

                                                              苦痛   

                                                             

                               （インターネットも含む） 

 

Ⅰ いじめ問題に関する基本的な対応方針 

１． 障害のある児童生徒が安心して社会生活・学校生活を送り、様々な活動に取り組

むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われないようにしなければなら

ない。 

２． いじめは、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であ

ることを、職員、保護者、全校の児童生徒が認識しなければならない。 

３． いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護するため、国、大学、学校、家庭、

その他関係機関が連携して対処しなければならない。 
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Ⅱ いじめ防止対策委員会の設置及びいじめの未然防止・早期発見のための取組 

１．いじめ防止対策委員会の設置 

  【役割】 

 ・本校のいじめ防止対策基本方針の策定、評価、点検、必要に応じて見直しを行う。 

  ・いじめ事案（疑いも含む）が発生した場合の対策を講じる。 

  【校内いじめ防止対策委員会のメンバー】＊既存の校内支援委員チームと同じ 

校長  副校長  教務主任  小学部主事  中学部主事   高等部主事 

養護教諭 生徒指導主事 

（スクールカウンセラー スクールソーシャルワーカー その他関係する職員等） 

 

２．いじめ防止対策年間実施計画の策定 

・いじめ防止対策委員会の行動計画指針として策定する。 

※別添「令和〇年度 千葉大学教育学部附属特別支援学校いじめ防止対策年間計画」 

 

３．いじめが発生しない安心安全な土壌をつくる。 

   （１） 学校は、児童生徒が「今日に満足し、明日を楽しみに待つ」学校生活となる

ための授業や活動の充実に努める。 

   （２） 学校は、人と人のかかわりを大切にし、職員も、児童生徒も共に学校生活を

送る大切な仲間である気持ちや態度を育てる。 

 

４．職員間及び保護者との緊密な連携に努める 

   （１）  学校では、子どもの行動や変化に注意し、変化に気付いた場合は、一人で抱

えこまず、職員同士で情報を共有しながらその原因を探り（いじめによるも

のか、その他によるものか）、対応を図る。 

   （２）  家庭での様子の変化については、連絡帳等で情報を交換し、その原因を探り

（地域内のいじめにも注意する）、対応を図る。 
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Ⅲ いじめ問題・相談窓口体制 

 

１．いじめ対策の校内組織 

 （組織図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童・生徒 保護者 

部主事 

副校長 校 長 

警 
察 

（大学に報告・指

示を受けて） 

相談・通報 

 

発覚 発覚 

当
該
児
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生
徒
関
係
機
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情報

収集 

情報

提供 

対応 

・支援 

・指導 

 

職 員 

情報収集の後 

○校長 

○副校長 

○教務主任 

○学部主事（小・中・高） 

○養護教諭 

○生徒指導主事 

（スクールカウンセラー） 

（スクールソーシャルワーカー） 

（関係職員） 

いじめ防止対策委員会 

学校設置者（大学） 

報告 指示 

いじめ重大事態発生時 
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２．校内各組織及び各教員の職務 

（１） 校長（副校長） 

   ○ いじめ防止対策委員会の招集 

   ○ 教育学部・千葉大学法人本部への報告と折衝 

   ○ 警察、関係機関との折衝又は教員への折衝の指示 

○ 懲戒・出校停止等の処分の決定 

（２） いじめ防止対策委員会 

   ○ 「いじめ防止対策基本方針」の策定、評価、点検、必要に応じて見直し 

   ○ 「いじめ防止対策年間計画」の決定 

   ○ いじめの認知と解決のための具体的な方策の協議 

   ○ 再発防止のための手立ての協議 

   ○ 日頃の全校児童生徒の状況の把握 

   ○ 未然防止のための対応の協議及び指示 

   ○ いじめと認知された事案の情報集約と記録。情報収集後の事実関係確認と対

応方針の決定 

（３） 学部会 

   ○ 日頃の学部児童生徒の状況の把握 

   ○ 未然防止のための対応の協議 

（４） 学級担任 

   ○ 日頃の学級児童生徒の状況の把握と早期発見 

   ○ 学部主事や学部会での報告 

   ○ いじめ発生時の当該生徒や保護者からの情報収集 

   ○ いじめ事案に関する具体的な対応 

 

３．生徒（児童）及び保護者からの相談窓口 

（１） 基本的には学級担任とするが、養護教諭、学部主事、副主事、スクールカウ

ンセラー等、当該者にとって適任と考えられる職員ができるだけ複数で対応

する。 

（２） 密室での一対一対応はしない。 

（３） 記録に残し、適切に扱う。 
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Ⅳ いじめの未然防止・早期発見・早期対応の具体的方策 

１．未然防止のための方策 

 （１） いじめが起きにくい、いじめを許さない環境づくりに努める。 

    （相談窓口や校内組織の取り組みの周知） 

 （２） 未然防止のための授業の実施（学校いじめ防止プログラム） 

 

２．早期発見のための方策 

（１） 日頃の児童生徒の様子を注意深く観察するとともに、保護者との連絡を密に

して、些細な変化を見逃さないようにする。 

（２） 変化に気付いた職員は、些細なことでも、学部主事や養護教諭などに連絡・

相談をし、その原因把握に努める。 

（３） いじめが疑われる場合は、学部所属職員は部主事へ、学部所属以外の職員は

管理職へ迅速に報告し、記録（児童生徒の様子）に残す。 

 

３．いじめの個別事案が生じた場合の対応手順と留意点 

（１）  いじめ（疑いも含む）を把握した担任は、速やかに学部主事へ報告し、主事は、

管理職に報告をする。学部所属以外の職員は直接管理職へ報告。 

 （２） 校長は、正確な情報収集と事実関係の把握を指示し、いじめ防止対策委員会（以

下「校内委員会」）により今後の対応を図る。 

（３） 被害児童生徒は徹底して守り、加害児童生徒に対しては人格の成長を旨とした

教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。 

（４） 事案については、教職員全員で共通理解し、保護者の協力や関係諸機関との連

携を行う。 

（５）  いじめの内容が「重大事態」の場合は、大学へ報告し、以後大学の指示に従う。 

（６）  「重大事態」以外のケースについては、校内委員会で今後の対策について話し

合う。ケースの内容によっては、保護者、関係機関、ＳＣ、ＳＳＷを含めたケ

ース会議を開催し、適切な対応を検討する。 
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４．学長（設置者）への報告 

いじめの内容 
学長（設置者）

に報告※ 

①いじめと認知される行為がある程度の期間に及んでいる場合 

②いじめが原因であると主張する不登校が続いている場合（年間３０日未満） 

③いじめが原因であるとして転校等を本人・保護者が検討している場合 

④その他、いじめの重大事態に発展する可能性が懸念される場合 

校長の判断に 

より報告 

①いじめを原因とする不登校が年間で３０日を超えている場合 

②いじめによって児童生徒が自殺を企図した場合 

③いじめによって児童生徒が身体や金品等に重大な被害を負った場合 

④いじめによって児童生徒が重大な精神的被害を受けた場合 

⑤児童生徒や保護者からいじめによって重大事態に至ったと申し立てがあった場合 

情報収集後 

速やかに報告 

※学長への報告は，別紙様式「いじめ発生報告書」を提出する。 

 ※重大事態の発生時には、事項「Ⅴ 重大事態への対応」の手順に従う。 

【重大事態（いじめ防止対策推進法第 28条第 1項）】 

・いじめにより当核学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じ

た疑いがあると認めるとき（第 1号） 

・いじめにより当核学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀な

くされている疑いがあると認めるとき（第２号） 

 

Ⅴ 重大事態への対応 

１．重大事態が生じた場合の対応 

重大事態が生じた場合の対応は、「国立大学法人千葉大学における教育学部附属学

校いじめ防止対策等に関する規程」に基づき、学長の判断に応じて対応する。 

 

２．重大事態が生じた場合の流れ 

（１） 校長は、重大事態が発生した場合は、速やかに教育学部長及び学校設置者で

ある学長に報告する。（本部担当：企画総務部職員課） 

（２） 学長は、「国立大学法人千葉大学における教育学部附属学校いじめ防止対策

等に関する規程」に基づき、速やかに「いじめ防止対応委員会」に調査を付

託する。 

また、「いじめ対応委員会」から提出された報告書を千葉県知事及び文部科

学大臣に提出する。 

（３） 「いじめ防止対応委員会」は、「調査委員会」を設置する。 

（４） 「調査委員会」は，重大事態に係る事実関係を明らかにするために必要な調

査を行い，事実関係を書面で「いじめ防止対応委員会」に報告する。 

（５） 「いじめ防止対応委員会」は、「調査委員会」から提出された報告書を審査

し，書面で学長に報告する。 



千葉大学教育学部附属特別支援学校 
7 

（６） 学長、教育学部長及び校長は、重大事案への対処及び再調査が必要となった

場合の対応並びに同種の事態の発生の防止のために必要な措置等について，

「いじめ防止対策推進法」「いじめの重大事態の調査に関するガイドライ

ン」等に沿って適切に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．重大な事案に対する警察への通報・相談及び懲戒・出校停止等の処分の決定について 

  （１） いじめを与えている児童生徒の行為が犯罪行為、または暴力行為として取り

扱われるべきものと認められる場合、校長は学校設置者（千葉大学）と協議

の上で、警察へ相談する。 

  （２） 重大ないじめの事案が生じた場合、被害者又は加害者にとって有効な対策の

一つとして考えられる場合は，校長は学校設置者と協議し，懲戒・出校停止

等の処分を決定する。    
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（別紙様式） 

令和  年  月  日 

いじめ発生報告書 

千葉大学教育学部附属○○学校 
確認日時  令和  年   月   日（ ）   時    分 

いじめを受けた児童生徒 

   

 

いじめ事案に関わった児童生徒 

 

 

クラス      年     組 クラス      年     組 

生年月日 H  年  月  日生    歳 生年月日 H  年  月  日生    歳 

具体的内容 

・「いじめ」と思われる行動の内容 

・対応（指導）の経過など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告者 
 

 

 



学校いじめ防止基本方針 別添資料 

令和８年度 千葉大学教育学部附属特別支援学校いじめ防止対策年間計画 

 

本年間計画は千葉大学教育学部附属特別支援学校いじめ防止基本方針に基づいて年度初めに

作成する。 

 

１ 校内組織と定例会議 

（児童生徒の様子を職員間で確認し、いじめの未然防止と早期発見につなげる） 

 ◯いじめ防止対策委員会（年間１１回） 

  メンバー：校長、副校長、生徒指導主事、小学部主事、中学部主事、高等部主事 

養護教諭、教務 

        （スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、その他関係職員等） 

日 程：①4/15、②5/13、③6/17、④7/1、⑤9/16、⑥10/7、⑦11/27、⑧12/22、⑨1/22 

⑩2/3、⑪3/10 

 ◯学部会（年間約４０回） 

   メンバー：各学部所属職員 

   日程：原則、毎週水曜日               

 

２ 保護者との定例の面談等（本人・保護者から児童生徒の様子を聞き取る） 

 ◯個別面談（年間３回） 

 ◯進路面談（高等部のみ） 

※各面談については年間行事予定及び、各学部の行事予定で定める。 

 ○学校生活アンケート（年間３回）※６月・１０月・１月実施。 

 

３ 「いじめ防止対策基本方針及び年間実施計画」の決定と周知 

 〇年度初め２回目の経営委員会（いじめ防止対策基本方針及び年間実施計画の決定） 

 〇年度初め２回目の職員会議（いじめ防止対策基本方針及び年間実施計画の職員への周知） 

 〇１学期始業式及び入学式（いじめ防止対策基本方針の保護者への周知） 

 

 

４ いじめ防止対策基本方針や年間計画についての検証 

○学校評価（年度末）及びいじめ防止対策委員会（最終回）により実効性を検証する。 

 

５ いじめ防止に係る校内研修 

○いじめ防止対策委員会、及び経営委員会において話し合われたことを各学部で報告し、いじ

め防止に係る各教職員の意識や力量の向上を図る。 

○校内研修としてガイドラインチェックリストを周知し、いじめ事案に対する平時からの構え

を確認する。 
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